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【令和８年度新エネルギー等実現可能性実証事業補助金】 

回答書 

令和８年４月６日 

№ 質問内容 回答内容 

１ 共同事業体ではなく、2 社に調査内容を

再委託する体制でのエントリーを検討

していますが，問題ありませんでしょ

うか。 

例）A 社（800 万円）にて受託した後，

B1 社（200 万円），B2 社（200 万円）に

一部調査内容の再委託。 

また契約金額に対する、再委託金額の

上限の有無についてご教示願います。 

可能です。 ただし、補助事業者は「事

業全体の企画・立案・根幹に関わる執行

管理」を自ら行う必要があります。 

 

また、再委託金額に一律の上限（○％以

内など）は設けておりませんが、委託・

外注費が大部分を占める場合は、その

必要性や妥当性を審査します。 

２ 事業採択時および完了時の情報の取り

扱い（成果物の公表など）についてご教

示願います。 

例）企業名（および成果物も含む）が HP

へ公表される、等。 

採択時には、事業者名、事業名、事業概

要について沖縄県のホームページ等で

公表する場合があります。 

 

また、成果物については原則として県

が求める範囲で報告いただくことにな

りますが、公表範囲については、個別の

内容に応じて整理することとなりま

す。 
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３ 今後経済産業省はじめ国の支援制度

（GX 戦略地域支援など）の公募が令和

８年度内にも開始された場合，本事業

の次のステップの取り組みとして、エ

ントリーしていくことは問題ありませ

んでしょうか。 

 

例）本事業で FS に取り組み，国の支援

では Pre-FEEDレベルの事業内容でエン

トリーするなど。 

 

また国の支援制度にエントリーにあた

り、事前に沖縄県への相談は必要でし

ょうか。 

 

 

問題ありません。本事業の成果を踏ま

え、国の支援制度等へ応募することは

差し支えありません。 

ただし、同一の経費に対して国と県か

ら重複して補助を受けることはできま

せん。 

 

また、国への申請にあたり県への事前

相談は必須ではありませんが、必要に

応じて情報共有をいただければ幸いで

す。 

４ 《補助対象の取組み内容確認》 

公募要領 P1 1.対象事業(2)対象経費

(案)『補助の対象となる取組例(調査･

実証のテーマ例) ●海洋再生可能エネ

ルギー(波力・潮力････等)』において、 

“潮力 = 潮流(海流)”として応募可能

という理解で良いかご教示願います。 

含まれます。 海洋再生可能エネルギー

の潮流・海流を用いた実証・調査につい

ても応募可能です。 

５ 《提出書類の綴じ方、提出データに関

する確認》 

公募要領 P2 3.申請書類･提出期限にお

いて、8 部提出する資料において、正本･

副本の区別や押印原本の扱いがあるか

ご教示願います。 

また、提出する電子媒体に保存するフ

ァイル形式に指定があるかご教示願い

ます。 

８部のうち、1 部を正本（原本）として

ご提出ください。 

 

電子媒体については、 Word、Excel、

PowerPoint、PDF 形式での提出でお願い

します。 

６ 《評価基準、評価点数の確認》 

公募要領 P4 4.審査方法･評価項目(3)

評価項目において、各項目における具

体的な評価基準および点数配分につい

てご提示可能でしょうか。 

評価基準の詳細な点数配分については

公表しておりませんが、公募要領に記

載の評価項目に基づき評価いたしま

す。 
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７ 《補助範囲確認》 

新エネルギー等実現可能性実証事業補

助金交付要綱 P1 第 3 条 2 記載事項、

『民間事業者等が行うフィージビリテ

ィ等の調査事業または当該調査の結果

に基づき開発･導入した実証機により、

実際の効果や技術的な課題等を検証す

る初期段階の実証事業』と記載があり

ますが、“フィージビリティ調査のみ”

の応募も対象となるかご教示願いま

す。 

フィージビリティ調査のみの応募につ

いても、本事業の対象となります。 

８ 《補助事業における成果物の確認》 

“フィージビリティ調査のみ”の場合、

沖縄県が求める成果物･評価観点をご

教示願います。 

成果物としては、当該事業にかかる調

査報告書を求めます。 

評価観点については、今後の実用化・商

用化に向けた課題や対応方針が整理さ

れているか等の観点を確認します。 

９ 《経費区分の確認》 

新エネルギー等実現可能性実証事業補

助金交付要綱 別表第 1における経費区

分において、沖縄県としての費用区分

けの判断基準はございますでしょう

か。 

(具体的には data 観測等に使用する計

器や測量機器、掘削等に使用する重機

機械損料等について経費区分は定めら

れていますでしょうか) 

1 年以上使用可能な計器類等は「設備

費」、重機の機械損料や消耗品、外注費

等は「実証経費」に分類されると想定し

ております。 

基本的には本事業の要綱別表第 1 およ

び経済産業省の「補助事業事務処理マ

ニュアル（R4 年 6 月）P7～8」の定義に

準じます。 

なお、個別の経費について判断しがた

いものや、特殊な機材等の区分につい

ては、事業実施前に個別にご相談くだ

さい。 
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10 《外注費等の割合上限について》 

公募要領の｢対象経費(案)｣にて実証経

費として｢委託･外注費｣が補助対象に

含まれる旨の記載を確認しました。一

方で、委託･外注費の計上割合(補助対

象経費または全体事業費に対する上

限%)に関する記載が見当たりませんで

した。 

本補助金において、委託･外注費の割合

上限(例：○%以内等)は設定されている

かご教示願います。設定がある場合、上

限値と、割合算定方法をご教示願いま

す。 

設定がない場合は｢上限なし｣と明確に

ご回答頂ければ幸いです。 

No.1 の回答をご参照ください。 

 

11 《共同事業の割合上限について》 

1 つ前の質問と類似しておりますが、仮

に共同事業体での応募した場合、補助

対象経費 (または全体事業費 )に対し

て、共同事業者(代表事業者以外の構成

員)が実施･執行する経費の割合に上限

は設定されているかご教示願います。

設定がある場合、上限値と、割合算定方

法をご教示願います。設定がない場合

は｢上限なし｣と明確にご回答頂ければ

幸いです。 

 

 

共同事業体における各構成員の経費割

合について、上限は設けておりません。 

 

ただし、代表事業者が事業全体を主体

的に管理・実施する体制であることが

求められ、実施体制の妥当性について

は審査において評価されます。 

12 公募要領 ３．申請手続き（３）応募資格  

(１)沖縄県内に本社、支社、営業所、事務

所等を有していること。 

 

上記について質問です。 

沖縄県内における営業所の設置につきま

して確認させていただきたく存じます。 

当方では補助金申請書提出までに、県内

の他社様事務所内に営業所を設置する

予定でございますが、  公募要領上問題

はございませんでしょうか。 

県内に営業所が設置されており、提出

書類によってその事実が確認できるの

であれば、他社事務所内への設置であ

っても応募資格を満たします 
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13 二次審査（選定委員会）がプレゼンテーシ

ョンで行われる場合、代表事業者に加え

て共同事業者も参加することは可能でし

ょうか。 

可能です。 共同事業体（JV）として応

募される場合、事業の各役割を分担す

る共同事業者の担当者がプレゼンテー

ションに参加し、専門的な説明や質疑

応答を行うことは差し支えありませ

ん。 ただし、会場の都合上、出席人数

を制限（例：3～5 名程度）する場合が

あります。詳細は、一次審査通過後の二

次審査通知において改めて案内しま

す。 

14 資料３（実施計画書）１．実施計画の概

要において、代表事業者の事業実施担

当者のみに「事業の窓口となる方」とい

う表記がございます。 

共同事業者の事業実施担当者も「事業

の窓口となる方」に追加することは可

能でしょうか。（共同事業者の担当者も

事業の窓口として貴庁とやり取りさせ

て頂きたいという意図です） 

 

可能です。 本事業の公募要領では、代

表事業者が「事務局等との調整や経理

事務を主体的に行う」役割を担うこと

としており、公式な通知（内定、交付決

定、額の確定等）の送付先や受取権限は

代表事業者に帰属します。 

一方で、技術的な打ち合わせや日常的

な業務連絡を円滑に進めるために、共

同事業者の担当者を連絡先に含めるこ

とは問題ありません。 

15 提出書類⑬「県税について滞納がなく、

消費税及び地方消費税について未納が

ないことを確認できる書類（発行後３

ヶ月以内、写し可）」について、 

税務署が繁忙期なため本公募の提出締

め切りまでに準備できず、後日提出す

ることになる可能性があります。 

公募の公平性の観点から難しいかもし

れませんが、後日提出の対応をさせて

いただくことは可能でしょうか。 

提出書類については、公募要領に記載

のとおり、原則として提出期限までに

すべての必要書類を提出いただく必要

があります。 

 

ただし、やむを得ない事情により期限

までの提出が困難な場合には、当該証

明書以外の書類を申請期限までに提出

いただくとともに、当該証明書につい

ては取得後速やかに提出いただくこと

を前提に、個別に判断します。 

 

なお、その際には、やむを得ない事情を

記載した理由書等の提出を求める場合

がありますので、あらかじめご了承く

ださい。 

 

 

なお、公募の公平性の観点から、提出期

限後の対応については、状況に応じて

認められない場合もありますので、あ

らかじめご了承ください。 



 

6 

 

16 提出書類⑬「県税について滞納がなく、

消費税及び地方消費税について未納が

ないことを確認できる書類（発行後３

ヶ月以内、写し可）」について、 

直近年度分のみの提出でよろしいでし

ょうか。 

また、市税についての書類も必要でし

ょうか。 

納税証明書は「特定の年度の納税実績」

ではなく、「申請時点において滞納がな

いこと」を証明するものを提出してく

ださい。また、本公募において市税（市

町村税）に関する書類の提出は不要で

す。 

17 新エネルギー等実現可能性実証事業

で、沖縄の A 事業者が、沖縄へぺロブ

スカイト太陽電池の製造工場を設立前

に、世界最高レベルの変換効率、大面積

化、量産化の進んでいる、中国で工場が

稼働し、第三者機関の変換効率確認も

済んでいます、この製品を、実証事業と

し設置し、来年に、沖縄へ製造工場を計

画しています、申請可能でしょうか。 

本事業は、新エネルギー等に関する技

術の実証や事業化可能性の検討を目的

としており、海外で開発・製造された製

品を活用した実証であっても、本県に

おける導入可能性の検証や事業化に資

する内容であれば、対象となり得ます。 

ただし、具体的な事業内容や実施体制、

県内への波及効果等を踏まえ、総合的

に審査・判断することとなります。 

18 補助金交付要網の補助対象経費区分が

人件費、設備費、実証経費と有ります

が、ペロブスカイト太陽電池の設置工

事費は、対象外でしょうか。 

 

設置工事費については、その内容が本

事業の目的である実証に必要な経費と

認められる場合には、対象となる可能

性があります。 

具体的な取扱いについては、事業内容

や経費の性質に応じて個別に判断しま

す。 

 

 


